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また、一筆の共有地上に複数の住宅があり（かつ、それぞれの住宅の所有者は異なる。）、

そのうち 1 戸が特定空家等となっている場合、当該特定空家等の所有者等に勧告すると、当

該特定空家等の敷地について、固定資産税の住宅用地特例措置が解除されることとなる。 

共有地については、共有者全員が連帯して納税義務を負うこととなるため、このような場

合、当該特定空家等の敷地分の税額が上がり、共有地全体の税額としても当該敷地の増額分

が上乗せされることとなる。 

そのため、特定空家等に対して勧告することに他の共有者から否定的な意見が出され、自

治体としては勧告することに躊躇しているとの意見がみられた。 

なお、分筆についても、費用負担等の面から共有者間の合意形成に難渋し、進まないとし

ている（図表Ⅰ-18参照）。 

図表Ⅰ-18 共有地上の特定空家等の事例 

（注）当省の調査結果による。 
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イ 略式代執行後の費用回収

特定空家等の所有者を確知できない場合は、略式代執行を行うことができ、当該特定空家等

及び土地所有者が同一であれば、財産管理人制度を活用した除却後の土地の売却等により費用

回収を行うことができる。しかし、特定空家等の所有者と土地所有者が異なる場合、除却費用

の負担を当該土地所有者に求めることはできないため、費用回収が困難となっている（前述図

表Ⅰ-17参照）。 

ウ 略式代執行後に土地所有者が得る利益

借地上の特定空家等を略式代執行により除却し、土地を更地化した場合、土地所有者は当該

土地を利活用することが容易になるため、一定の利益になり得ると考えられる。一方で、現在

の空家法においては、借地上の特定空家等を略式代執行により除却した場合に、その費用負担

を土地所有者に求めることができない。 

以上のことから、借地上の特定空家等を除却した結果、土地所有者が一方的に利益を得る可

能性があることについて、住民から批判を受けることをおそれ除却を踏みとどまっている自治

体もみられた。他方、借地上の特定空家等の場合には、当該特定空家等の除却に当たり、基礎

部分を残して除却したり、倒壊、飛散のおそれがある屋根や壁等を部分的に除却することで、

土地の利活用のためには、土地所有者が改めて基礎部分の除却等を行う必要があるようにして

いる自治体の例もみられた（項目Ⅱ-3 及び事例集Ⅱ-3-③参照）。 

⑵ 財産管理人制度の活用

今回調査した中には、以下のとおり、空き家や土地の売却収入による除却費用の回収のために

所有者不明の空き家・土地について、民法（明治 29年法律第 89号）に基づく財産管理人制度を

活用した事例がみられた。 

① 空き家・土地について一括して財産管理人を選任。当該財産管理人が空き家・土地を処分

（売却）（事例集Ⅰ-3参照） 

② 特定空家等について財産管理人を選任。当該財産管理人に対し、空家法に基づく助言・指

導、勧告、命令を行った上で、行政代執行を実施し、当該財産管理人が土地を処分（売却）

（事例集Ⅱ-3-③参照） 

③ 略式代執行後、土地について財産管理人を選任。選任された財産管理人が当該土地を処分

（売却）（事例集Ⅱ-3-③参照） 

 財産管理人制度の活用に当たっては、自治体が利害関係人として、家庭裁判所に財産管理人の

選任を申し立てる必要があるが、自治体が利害関係人に当たるか否かについては、法令等の明確

な定めはなく家庭裁判所の判断となっている。今回調査した中では、特定空家等の判定後に申立

てを行った自治体においては、当該申立てはおおむね認められていた一方で、判定前に申立てを

行おうとした自治体においては、利害関係人とみることは難しいと家庭裁判所から指摘された

例もみられた。 

 財産管理人制度の活用は、図表Ⅰ-19 のとおり、土地等の売却益が見込まれる場合、自治体に

とって費用回収の手段として有効と考えられることから、事例を蓄積・共有し、今後の空き家対

策の中で制度の活用に向けた検討が進められることが期待される。 
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⑶ 除却後の土地の利活用

代執行による空き家の除却後の土地について、当該土地の所有者が不明な場合は、自治体にと

って働きかける相手方がいないことから、有効な利活用の促進が困難と想定されるが、平成 30

年 6 月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 30 年法律第 49

号）の施行後は、同法に基づき当該土地に地域福利推進事業の実施のため一定期間の使用権を設

定することにより、広場、公園等の整備といった利活用が進む場合があると考えられる。 

⑷ 条例の活用

今回の調査では、以下のとおり、自治体が、空家法で規定されていない事項に関して、条例の

活用により対策を行っている例がみられた（事例集Ⅰ-3参照）。 

ア 緊急安全措置

老朽化し、壁の倒壊等が予想される空き家で、台風の接近等により実際に被害が想定され

るような切迫した事態の際に、所有者等の改善を待たずに、自治体の判断で対処する緊急安

全措置ができると条例で規定している例が 34自治体みられた。そのうち、24自治体では、同

規定を実際に適用した事例（樹木の伐採、屋根の改修や一部撤去等）がみられた。 

イ 長屋等

空家法が対象とする「空家等」に該当しないいわゆる「長屋」等について、木造長屋の一部

が空き家となっているものが多く、その対応に迫られているなどの地域特性から、条例にお

いて「空き家等」の定義に長屋等を含めるなどしている例がみられた。
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